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参考資＊

地域医療の確保

地域医療体制の確保に向けた包括的な地域医療政策の展開

国への雲望
・医育大学の定風地
・医醒樋関の管理老要件に医師不足地域
の従事経験の麓務づけ
・診毎報酬の適切な呼価など

丘Ｉ

と学
○北海道医療対策協議会による
医師派遣調整
・自治医科大学卒業医師の活用
・地域医療振興財団ドクターバンク
・札幌医科大学地域医叙支援センター

>W蝋i艤蔑製鐸鬮し、
地域の医療機関へ派遣する
新たな医師派遣体制
☆民間医療機関等も含めた医師
派遣体制の充実

く医師不足＞
医師の養成数
医師の地域偏
在
診療科別の偏
在

地域医療体制
の確保鰯灘;幟mAA

による積極的な招璃活動や
本迦の地域医療の情報発信
☆「北の大地への交流・定住
促進事業」と連携した医師
の移住促進
☆地域の臨床研修病院の指導
体制の充実による研修医の
確保

● 

○自治体病院等の広域化

ご鱗;1鑿舟iR難繼〕
瞬職離職…蝿］

F･･-.-エーヨ

○地域枠の設定・
奨学金嶺１度創鰻

１ 

認印蝉蝋恵
･本道の人ロあたり医師数は､ほぼ全国平均にあるが､２１の二次医療圏中、

１８圏域で全国平均を下回るなど､地方における医師不足が深刻化している。

【人ロ１０万人当たり医師数(Ｈ１６)】

全国211.7北海道216.2（根室圏100.4宗谷圏105.5日高圏119.1）

･面積別では､北海道は全国よりも著しく低く､患者の移動など負担が大きい。

【100kIiあたりの医師数】

全国７２北海道１５（日高圏２留萌圏２宗谷圏２）

|轤霧１J雪雲



地域医療確保のための這り'''1制特区提案の検討状況

＜「道llI1Il制特区」を活用した地域医療確保＞＜地域医療の課題＞ ＜提案事項の内容（再掲）＞

緊急提案事項

★「公立医科大の入学定員増」を道知事への届出

に璽重

★労働者派遣法に基づく医師派遣地域の拡大

★地方公務員派週法に基づく医師派遣先の拡大

F’の医療関係者の音、 Ｐ既圏Ｅ；したた・Ｚ遜引

医師を始めとする

医療関係者の不

足・地域偏在

１ １．医盲大学の定員

★「公立医科大の入学定員増」を道知

事への届出に変更

Ｏ「公立・私立大学医療関係学部入学

定員増」を道知事への届出に変軍

Ⅱ、医師の臨床研修

Ｏ「臨床研修病院」の道知」

事による指定・監督

Ｏ「臨床研修先」を道

知事指定病院に限定医療関係者
Ⅲ医師の派遣システムの育成･配置
★労働者派遣法に基づ

く医師派遣地域の拡大～

★地方公務員派遣法に基

づく医師派遣先の拡大専門職の
Ⅳ、看護職等の養成 役割分担

○:蟻雲擢艫苧の見直し
道知事による指竃、監督

Ｏ地域救急体制の補強（道知事に

よる緊急自動車の拡大）

Ｏ「医療機関の医師標準数」の道

知事による設定（過疎地域）

継続審騒を要する事項

Ｏ「公立・私立大学医療関係学部入学定員増」を

道知事への届出に変更

Ｏ「臨床研修病院」の道知事による指定・監督
Ｏ「保健師・助産師・看護師等の学校・遷成施設」

の道知事による指定、監督

Ｏ「臨床研修先」を道知事の指定病院に限定

○道知事が指定する訪問看護師の業務・役割の拡

大

Ｏ道知事が指定する介護福祉士の業務・役割の拡

大

Ｏ地域救急体制の補強（道知事による緊急自動車

の拡大）

Ｏ「医療機関の医師標準数」の道知事による設定

（過疎地域）

Ｏ外国人向けの外国人医師、看護師等の受入れや

海外からの医薬品の持ち込み（地域限定）

1,ｺ 

鱸鍵
地域特性に即

した医療体制２面積（地域）が広

大で人口が疎であ

ることから、地域

全体をカバーする

医療資源が不足

観光等

地域振興と

の運動

園趨琶邑琵麺藝罪函
○道知事が指定する訪問看護師の業
務・役割の拡大

○道知事が指定する介護福祉士の業

務・役割の拡大

Ｔｕｊｉｉ１１との_卿

Ｏ外国人向けの外国人医師、看護

師等の受入れや海外からの医薬

品の持ち込み（地域限定）



地域医療の現状について
北海道

人
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○本道においては、卒後臨床研修制度の影響
や、開業医志向の高まりなどにより、医師の
地域偏在や特定診療科の医師不足が進行して
おり、自治体病院などでは医師不足が極めて
厳しい状況にある。
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○平成１８年４月からの診療報酬の改正に伴い、
特に地方のへき地、救急医療を担っている自治体
病院では、経営状況が一層、厳しくなっている。
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入 ○こうした地域涯療の崩壊の危機的状況を踏まえ、
医療の基盤である地域の医師確保に向けた取組み
を強化する必要がある。
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北海■道.､の畷医師の現状
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層率爾－コ

韮宣内医看蕾フたこ彗菫天這三三ｔ薑に向け７三重bき

、

区分 現行 Ｈ２０以降

イメージ図
￣ 般枠

(80） 

地域枠
(20） 

￣ 般枠
(100） 

般・枠
(100） 

`I､LE電ノミllUu）５１ロノＬｕＵｕノⅡロ'六ﾉ、uUuノ

般枠
(100） 

般枠
(,O） 

地域枠
(10） 

■■■■■ 般枠
(75） 

推薦枠(5)

地域枠
(20） 

閏→[工匝矼z…謹亜亟亟ヨ

札医大(100+α） 北大十胆医大＝2０O+β 

地域枠 奨学金なし
般

推薦枠

勤務地
限一定
推薦枠

特別推薦枠
(奨学金運動）

＜札医大＞
道内高卒者を対象とする一般推薦選抜（Hg～10人、Ｈ14～20人）

、

＜旭医大＞
道北・道東の出身者に絞り、卒業後に指定地域での臨床研修を

義務付ける特別推薦枠（奨学金と連動せず）→Ｈ２１：５０人？

<札医大〉・
道内高卒者について、奨学金賞与制度と併せて義務年限９年間
うち５年間、医対協指定の地域で勤務した場合は返還免除。

定員増
<医療行政＞
中長期的視点
に立った医師
寶成数の増

<地方分権＞
国の関与の
縮小・廃止

<医育大学の定員増)
･公立大学法人（札医大）
･国立大学法人（北大・旭医大）

－少

→ 

文科省への届出
文科省の認可

[文科省方針］
国の緊急医師確保対策の一環として、都道府県の奨学金の設定

を条件として一律５人［偏在が深刻葱北海道は１５人(α＋β)］
の医学部定員増

廃止する観点から、
学則変更の届出受理権限を文部科学省から北海道に移譲する



道内Ｓ医育大学定員の推移

各年度の「北海道学校一覧（北海道教育庁編）」に基づき作
成。

表中の（）は、３年次編入定員[北大]及び２年次後期編入定
員[旭医大]で外数。

昭和44年以前のデータについては、上記調査において調査対
象外であったため、不明６．

＊ 

＊ 

＊ 

６－ 

北海道大学

医学部

旭)||医科大学

医学部

札幌医科大学

医学部

(↓S48.9.29開学）

100 

120 

1００ 

9５ 

H1４ 

H1５ 

H1６ 

H1７ 

H1８ 

H1９ 

95(5) 

９ｂ(5) 

9０ (５） 

90(10） 



(参考）

財政構造改革の推進について一抄一

平成９年６月３日

閏議決定

０ 

頂ｵ政構造改革については、政府一与党財政構造改革会議「財政構

造改革の推進方策」に沿って次のように決定し、着実かつ強力に推

進することとする。

記

社会保障

医療については、国民医療費の伸びを国民所得の伸びの範囲

内とすることの基本方針を堅持し、今後、医療提供体制及び医

療保険制度の両面にわたる抜本的構造改革を総合的かつ段階的

に実施する。

1． 

(エ）

④医療提供体制について、

置戸の削減に

ロ格患抑H
PD 

P▲■ 最悪

地域差を考慮しつつ全体として病

床数の削減を推進し、もって医療環境の改善も図ることとす

る。医療機関の機能分担や連携を進め、患者が必要な場合に

.ふさわしい医療機関にかかるという流れをつくる。

７ 
● 



確認書
(注）本措圃の対象となる県（人口当たり医師数及び面積当たり医師

数において医師の確保が十分にできていないと認められる県）：

宵森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重
下記事項を確認する。

記
２．自治医科大学における暫定的な定員の調整の容認

自治医科大学において、全国知事会及び自治医科大学に

よる地域定着率の向上策など更なる地域医療貢献策の実施

を条件として、平成２０年度からの最大１０年間に限り、

１０名を限度として、定員に上乗せする暫定的な鯛整に係

る申舗を容認する。

この場合において、医学部生の暫定的な定員増は、医師

不足が認められる都道府県に対し行うものとする。

具体的には、関係審犠会において、大学の具体的な定員

の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の

審査を行う。

３．医学部定員の削減等

「財政構造改革の推進について」（平成９年６月３日閣

議決定）の趣旨を踏まえ、引き続き、医学部定員の削減等

に取り組む。

医師不足県における医師養成数の暫定的な調整の容認

地域間の偏在により-部の地域における医師の不足が深

刻な現下の状況にかんがみ、医師の不足が特に深刻と認め

られる県(注)において、当麟県内への医師の定着を目的とし

て、平成２ｏ年度からの最大１０年間に限り、将来の医師

の養成を前倒しするとの趣旨の下、１０名を限度として、

現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的

な調整の計画芒容鶴する。

この場合には、以下を条件とする。

イ当該県が、奨学金の拡充など実効性ある医師の地域

定着策を実施すること。

口この措置に基づき暫定的な養成数の鯛整を行った県

において、義成増に見合って医師の定着数の増加が図

られたと認められる場合に限り、前倒しの趣旨にかか

わらず、当該暫定措置の終了後も、当該県における現

行の養成数（暫定措置を露じる前の饗成数）を維持で

きること。

１． 

分

ＣＯ 

平成１８年８月３１日

総務大臣

財務大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

この方針の下での当該県の取組を前提として、関係審蟻

会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を

行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。



囮

緊急医師確保対策について

螂科…教萠…鍵
平成１９年５月３１日
政府.与党

医師確保対策については、平成19年度予算においても、その拡充を図D、新たな
対策を進めている。しかしながら、全国各地の医師不足を折える声は日増しに大き
くなっている。その声を深刻に受け止め、地域に必要な医師を確保していかなけれ
ばならない。
医療は地域生活に欠くべからざるものであり、誰もが地域で必要な医療を受けら
れるよう、また、地域の医療に従事する方々が働きがいのある医療現場をつくって
いけるよう、万全を期したい。
このため、「地域の医療が改善されたと実感できる」実効性のある更なる以下の緊

急対策を雛じる。

１．医師不足地域に対する国レペルの緊急臨時的医師派遣システムの楢築
医師不足地域に対し、都道府県からの求めに応じ、国レベルで緊急臨時的な医
師の派遣を行う体制藍整備する。上記の実施に伴い、規制緩和等の所要の措置
を鱒じる。

２．病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備等
病院勤務医の過重な労働を解消するため、交代勤務制など医師の働きやすい勤
務環境の整備、医師、弱謹師等の業務分担の見直し、助産師や医療補助者等の
活用を図る゜また、特に勤務が過重で、深刻な医師不足の現状にある地域医療
を支える病院への支援を充実する。さらに、一次救急を含めて地域医療を担う
総合医の在り方について検討する。

３．女性医師等の働きやすい職場環境の整備
出産や育児による医師等の離職を防止し、復職を促すため、院内保育所の整備
など女性の働きやすい職場環境の整備を図るとともに、女性医師の復職のため
の研修等を実施する病院等への支援や女性医師バンクの体制を充実する。

４．研修医の都市への集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等
大学病院を含む医師臨床研修病院の臨床研修制度の在り方や定員の見直し等を
行うことにより、都市部の病院への研修医の集中の是正に取り組む。また、臨
床研修後の専門医に向けた研修の在り方についても、地域医療への従事や医師
派遣の仕組みと関連付けて検肘する。

５．医擢リスクに対する支援体制の整備
産科補償制度の早期実現や、診療行為に係る死因究明制度（医療事故調査会）
の綱築など､医療リスクに対する支援体制を整備する。

６．医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進
地域や特定の診療科で医師が不足している現状に対応し、奨学金を活用して都
道府県が定める地域や診療科に確実に医師が配極できるための医師鍵成数の緊
急臨時的歳増加を行う。さらに、地域の医療に従事する医師数の増加を図るた
め、医学部における地域枠の拡充を図るとともに、医師養成総数が少潅い県に
おいては、医師の養成数を増加させる。また、臨床医を養成する医育機関の在
り方についても検討する。

（印影印刷）

『「緊急医師確保対策」に関する取組について」について（通知）

文部科学者では、本年５月３１日に取りまとめられた政府・与党の「緊急医師確保
対策」を受け、医師の確保が困難な地域における医師の砿保等の諸課題について、関
係省庁と連携し、具体的な取組について検肘琶行ってまいりました。
その結果、去る８月３０日に地域医蕪に関する関係省庁連絡会醸（総務省、文部科

学者、厚生労働省）において、医師砿保のための総合的鞍対策（『「緊急医師確保対
策」に関する取組について』）が取りまとめられましたので、別添のとおり送付いた
します。

負職におかれましては、地域医療を担う医師の養成の推進、医学部における地域枠
の拡充など、ここに挙げられた諸施策の推進をはじめとして、地域における医師の確

保のために特段の御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

(｡ 

【別添資ISI】

Ｏ緊急医師砿保対策全般

紫．医師確保対Ｚ

別添２「緊急医師硫保対策」に関する取組について
Ｏ医学部の定員増関係

別添３「緊急医師確保対策」に基づく医師不足地域や診療科で勤務する医師
の蕊成の推進に関するＱ＆Ａ（大学向け）

別添４「緊急医師確保対策」に基づく医師不足地域や診療科で勤務する医師
の謹成の推進に関するＱ＆Ａの送付について（厚生労働省事務連絡）

811添５緊急医師砿保対策に基づく医師養成数増のスケジュール

別添６「緊急医師確保対策」に関する脱明会の開催について
別添７医学教育の改善・充実に関する鯛査研究協力者会鑑第二次報告

【国立大学向け】・

別添８「緊急医師確保対策」に基づく国立大学医学部における期間を付した

定員増に係る手続き等について（噸務連絡）

【公私立大学向け】

別添９「緊急医師確保対策」に基づく公私立大学医学部における期間を付し

た定員増に係る手続き等について（事務連絡）

照会先：文部科学省高等教育局医学教育裸

腺長補佐田中（内線２５０７）．

企画係長佐藤（内線２５０９）～

（代謹）Ｏ３－５２５３－４１１１
（HＨＨＤＯ３－６７３４－３３０６ 



歴． 緊急医師確保対策に基づく医師養成数増のスケジュール

２１年度から定員増を実施する場合

緊急医師確保対策に基づく医師養成数増のスケジュール
県と大学の調整

２０年度から定員増を実施する場合(公立大学のみ）

対象大学の決定

県の取組(厚労省）

大学の地域定着策(文科省）を事前チェック

届出書類(文科省）
※下配の届出害顛の蝿出の1ヶ月種度前'二は、
県･大学はそれぞれ匹労省･文科省への魑鰻を閲蛤すること

両省に連絡

【文科省】告示で対象大学を追加(私立のみ）

二□ ①県の取組(厚労省）

②大学の地域定職策(文科省）を取前チエック

③大学の申鯖･届出書類(文科省）
※下肥の申鮪･届出書類の提出の1ケ月(③については1～2ケ月)鰹度前には．
県･大学はそれぞれ厚労省･文科省への臘瞳を開始することゾ

￣ 

’● 

１９年１２月末まで

※実瞭には募嬢要項公寵前
---．どちらのタイミン

：墓i;二二;“
20年３月

末まで
申調書提出(国･私立)lq---一一

■－－－－－ユー￣￣￣■■■■￣￣

設置審査６月(末頃認可）
騨月瞳

鯛騨董↓芸雪芒竺雲１９年１２月１５日まで
※実障には１０～１１月には公褒

募集要項の公表
設置審査８月(末頃麗可）

鯛繍lii霊竺ｉｉｉ型L堅’
20年12月中旬まで｜募集要項の公表
※実際には１０～１１月には公饗



札幌医科大学の定員自由化く新旧対照表＞

』
】

－
 

区分 現行 権限移譲後

イメージ図

国立大学 公立大学 私立大学

(国立大学

法人法§３１）

､学則

● 

変更

薮紘匡
への届出

L国』＿
(学校教育

法施行令

§２６①'11） 

･学則

変更

･文科大臣

の認可

(学校教育

法§４①１
同法施行令

５２３．１１号）

■ 

【定員増の手続き】

■■■Ⅱ■ 

公立大学 →（参考）札幌医大は地方独立行政法人（Ｈ１1.4～）

● 

￣■￣￣￣￣￣■Ⅱ■Ｃ 

ｌ学則8
, 

3変更！
■■●●■⑰⑤－■、

ＺＬ裏
届出

設立・定款・・・総務大臣・文科大臣の認可

↓ 
(法§７，§８②）

業務方法書・・・設立団体の長の認可
作成・変更（法§２２①）

↓ 

中期目標・・・設立団体の長が定め法人に指示

作成・変更（法§２５①）

↓ 

年度計画・・・設立団体の長に届出
作成・変更（法§２７①）

法：地方独立行政法人法

設立団体の長：札医大の場合には北海道知事

【定員増の手続き】

→ 

■■■■ 

法令制度 ○公立大学の定員増

･学則変更であり、文科大臣への届出が必要
【特区提案】

○学則変更の届出先を文科大臣から知事へ変更（学校教育法施行令§２６①111）



○学校教育法（昭和二十二年三月三十一曰法律第＝＋六二）（抄）

第四条国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置す
る学校（大学及び高等専門学校を除く｡）のほか、学校（高等学校（中等教育学校の後期課程
を含む｡）の通常の課程（以下全曰制の課程という｡)、夜間その他特別の時間又は時期にお
いて授業を行う課程（以下定時制の課程という｡）及び通信による教育を行う課程（以下通信
制の課程という｡)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第二項の
大学の学科についても同様とする｡）
次の各号に掲げる学校の区分に応じ、
らない。

、

な

－公立又は私立の大字及び高等専門学校Ｚ量幽室さ三
二～三（略）

２～５（略）

○学校教育法施行令（昭和=＋ハ年＋月三十一曰政令第三百四＋二）（抄）

（法第四条第一項の政令で定める事項）
第

誌請事鼈;璽驍蓋： （法第ハ＋三条第二項において準用する場合を含む｡）の政令
とする。￣

一～＋（略）

十一私立の学校又は私立の各種学校

（市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出等）
第二＋六条次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等
学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園（第二号の場合にあっては、特別支援学校を
除く｡）について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市
町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長、都道府

八条第
県又は
なけれ三丁l÷、

－名称を変更しようとするとき。
二位置を変更しようとするとき。

三塁且１（高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下この条及び第二＋七条の二にお
いて同じ｡）の広域の通信制の課程に係るものを除く｡）を変更したとき。

2～４（略）

Ｏ大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平
成十五年文部科学省告示第四十五）（抄）

(市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出等）
第一条文部科学大臣は、大学・・
申請に対しては、・・・次に掲げる
－（略）

二厘hm、歯科医師、獣医師及(
しにと。

２（略）

○国立大学法人法（平成十五

・・・の

獣医師及び船舶職員Q豊董E｣重量大学等の設置又は収容定員増でな

）国立大学法人法（平成十五年七月十六曰法律第百十二号）（抄）

(中期計画）
第三十一条
期目標に基

前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中
で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を

と を受けなければならない。これを変更しよう

2～４（略）

1２ 



参考資料

２跡久との関係

鮪負とは､労働の桔果としての仕事の完成念目的とするもの（民法鰯鬮2条)です
澱、労働考擁近との違いは、傭負には、注文主と労働巷との間に樹ＩＦ命令６８係を生じ
ないという点にあります．

労働者派遣事業とは・・・

労似者派近事乗とは､派逮元事業主粗己⑫雇用する労働者を．懸先の揖揮命令を受けて、Ｕ’、

この派遺先のために労働に従事させること蓬案として行うこどをい6､注す63

(鯖負により行われる事象）
労働者派迅契約
一

鮪負契約～

～Ｔ歴釘篭－÷塵ヨ

雇用閥鼠､ムル
●好屈輌ヨＪ

１と迫るが；この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから．この判断を明
砿に行うことができるように「労働者撮泣事業と肺負により行われる事業との区分に・

関する遥軍」（昭和61年労fl砿告示鯖37号）が定められ淀1'､ます．

鷆慰 ﾉ/'`;: 帝関係

この定麓に嘗てはまるものは､その事粟として行っている桑務淑後逮の齪際jiiI歯に麟当

鶏鰯懸鯛墜:鰯麓鰡餘1:繍騨繍鰍1溌離
受けます．.．

（注）ｉ:';労働者供給事業との関係、

労働者派遣事業は､昭和61年の労働者擁迅法の施行に伴い改正される前の､､漢安定

､３１J科、窯紹介率嚢との田鶴

職黛網介とは､2ボノ靭肚ぴ求職の申込みを受けて､･求人者と求Hh者の間における胚用
関係の成立をあう瞳すぎことをいいます(下図参照)．この趨合、あっ旋とは､求人
瀞と求I鯉『との間に介在じ、雇用関係の成立が専易に行われるよう第三者として便宜

を図ることをいいます.－．．

・手歓料又は報酬を受けて行う唾案紹介を有料職業掴介といい、職業安定法節30条の

規定に選づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うこ

と部で含ます．

法第44条によって

西的に禁止されて 鰯蕊鷆霧灘皿】

鰯鰡W齪熟:議諜鱗鱗騨澱|辮辮蝿
したがって､残りの懸魍(下図(3)穆鬮)－①のように供給元と労障との間に垣

・用関係の老いもの、及び②のように供給元と労flb春との間に疵用関係がある』飴1国‘ｂ
、っても、供給先に労U暁rを雇用させることを約して行われるものについては、従前ど

おり､労､春供給事業として職業安定麓鰯蝿｝こ基づ曾牟面的騨止勢てし､銭９

(労働者供給蝿）
（１）法施行前

供給輿陶

画一画．

￣ 

lＪＪ 

(國象紹介本鍍）

紹介者

渕。
囮求職者 ･－．－＞ 

`凧用契約

薯鯛鮒、 労仙宕派遼事業、労傾者供給事業、有料囮業紹介事業については．このように、それ

ぞれの許可等の要件を漢たしたものが、陳可騨を受けた場合に行うことができるもので

す．.

画
(2)法塘行後

：．①供給§u９

国醤－－→国

璽国鋤鬮Ｎ、。盛隠騨…鶴
輻鳳関…<､）囮又は鳳鳳関係

》》｛函



労働者派遣法に基づく医師派遣地域の拡大く新旧対照表＞
【民→民の医師派遣】

￣ 

￣ 

区分 現行 権限移譲後

労働者派遣法

(民 → 民）

法令制度

民間医師（民間派遣会社・民間病院の勤務医）

厚生労働省令で規定する

｢へき地」所在病院
■■■■■■￣■■■■■■､■■￣￣￣■■--￣■■■■■■■■■■■■■■■■－－－－---－■＝＝＝ 

道内

２６市１３０町１２村

■■￣■■￣＝■■■■■■■■■■￣■■■■■■■■￣■■｡‐￣■■￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-＝ 

人ロ：約３００万人

左記以外の，市

3町に所在病院

札幌市・江別市

恵庭市・北広島市

小樽市・滝川市

室蘭市・登別市

苫小牧市・東川町

東神楽町

上富良野町

'■■■■￣￣￣￣---－■■－－－－■■■■■■■■■■■■ 

人ロ：約２６０万人

＜派遣の可否＞○×

○医師派遣は原則禁止（労働者派遣法施行令§２①）

.ただし、厚生労働省令で定める「へき地」にある病院

へは派遣が認められているが、道内では－部の市町が

対象外。

民間医師（民間派遣会社・民間病院の勤務医）

道内の実情に応じ

道条例で市町村を決定

(180市町村）

￣￣￣■■￣￣--1■■￣￣■■■■■■■■■■■■￣■■■■￣￣■■-－￣￣－－￣￣－－～－－－－■■■■■■■■■■■■■■■■■■－■■■■■■＝■■■■■■ 

人口：約５６０万人

＜派遣の可否＞ ○ 

【特区提案】

･施行令§２②で規定する「へき地」について、北海道

においては道条例で定めることとする。



○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律（昭和六十年七月五曰法律第八十八二）（抄）

第四条何人も、次の各号のＬ̄ }ずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはな
らない。

－港湾運送業務（港湾労働法（昭和六＋三年法律第四＋号）第二条第二号に規定する港
湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当
する業務として政令で定める業務をいう｡）

二建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解
体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう｡）

二警備業法（昭和四十七年法律第百十七号）第二条第一項各号に掲げる業務その他その
(次節、第二十三条第二項

'者派遣」という｡）により

鶴の実施の週TF蚕確保するために|目

及び第三項並びに第四十条の二第一項第一号において単に「労働者派遣」
句コヒノ凶:ＵｌＣｉ強ＫＨＪｂＴＬ這

２～３（略）

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律施行令（昭和六十一年四目三曰政令第九十五号）

(法第四条第一項第三号の政令で定める業務）
第二条法第四条第一項第三号の

介予定派遣をする場合、当該業】

政令で定める業務は、次に掲げる業務 (当該業務について紹

当該業務が法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合
及 )とする。

医師滝（昭和二十三年法律第二百一号） 第＋七条に規定する医業 (医療法（昭和二十三

年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二頃に規定する診療
所（厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において「病院等」という｡)、同法第
二条第一項に規定する助産所（以下この条において「助産所」という｡)、介護保険法（平
成九年法律第百二十三号）第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設（以下この条に
おいて「介護老人保健施設」という｡）又は医療を受ける者の居宅（以下この条において「居
宅」という｡）において行われるものに限る｡）

ニーハ（略…歯科医、薬剤師、保健師助産師寶護師、栄寶±、歯科衛生±、診療放射
線技師、歯科技工士）

２前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含重&臺生労働省令で
定める市町村とする。

－～七（略… 離島振興法、竜美群島振興開発特別措置法、辺地に係る公共的施設の総
合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、山村振興法、小笠原
諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、沖縄振興特別
措置法）

○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令（平成十八年三目三十
一曰厚生労働省令第七十二）（抄）

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令
（昭和六十一年政令第九＋五号）第二条第二項の
おりとする。

（表＄

厚生労働省令で定める市町村は、次の表のと

略）

1５ 



－１６－ 

￣ 



震露丁。

地方公務員派遣法に基づく医師派遣先の拡大く新旧対照表＞
【公→民の医師派遣】

Ｐ＝ 

､】
，Ｉ 

区分 現行 権限移譲後

地方公務員派遣法

(公 －ヶ 民）

法令制度

地方公務員医師

区分 医療法人 会社 個人

民間の病院・診療所 1,807 

315 

1,412 

3３ 

３ 

3０ 

1,161 

3０ 

1,139 

’１１ 
＜派遣の可否＞ｏＸＸ

(Ｈ１7.10） 

※条例で個別に派週先団体を定める必要

○派遣先対象が限定（地方公務員法派遣法§２）

･公益法人、特別の法律により設立された法人、自治体

が出資した特定法人。

.他に政令で医療法人が認められている。

地方公務員医師

区分 医療法人 会社 個人

民間の病院・診療所

病院

一般診療所

1,807 

395 

1,412 

3３ 

３ 

3０ 

1,161 

3０ 

1,131 

１１１ 
＜派遣の可否＞○○○

(Ｈ１7.10） 

※条例で個別に派過先団体を定める必要

【特区提案】

.法§２①に規定する派遣先に医療法人以外の個人・会

社経営の病院・診療所を追加する。



Ｏ公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成十二年四

月二＋六日法律第五十二）（抄）

（職員の派遣）

第二条任命権者（地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者

をいう。以下同じ｡）は、次に掲げる団体（以下この項及び第三項において「公益法人等」と

いう｡）のうち、その業務の全部又は－部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を

有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うこ

とが必要であるものとして条例で定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益法人等の業

務にその役職員として専ら従事させるため、

る職員を除く｡）を派遣することができる。

条例で定めるところにより、職員 (条例で定め

民法（明治二十九年法律第ハ十九号）第三十四条の規定|こより設立された法人

地方独立行政法人法（平成十五年法律第百＋ハニ）第五＋五条に規定する一般地方独
立行政法人

特別の法律により設立された法人（前号に掲げるもの及び営利を目的とするものを除
く｡）で政令で定めるもの

四地方自治法（昭和＝＋二年法律第六十七号）第二百六十三条の三第一項に規定する連
合組織で同項の規定による届出をしたもの

２～４（略）

○公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第

三号の法人を定める政令(平成＋＝年十二月＝＋曰政令第五百二＋三号)(抄）

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する

る法人は、次に掲げる法人とする。

－医療法人

二～八十六（略）

八＋七日本赤十字社
八＋ハー百二＋五（略）

Ｏ医療法（昭和=＋三年七月三十曰法律第二百五二）

第三＋九条 冒院、医師若しくは歯科医師が常時勤務で

しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

２前項の規定による法人は、医療法人と称する。

第四十四条

い。

２～５（略）

医療法人は、都道HEI県知事の認可を受けなければ、これを設立することができな



参考資料

ＪＡＳ法に基づく監督権限の移譲
く食品表示に関する行政権限の分担＞

１現行の分担

１９の１４

５１１１ 

５１１１ 

１１１ 

Ｏ北海迩内における立入検査事涜等の状況

一

(近域某者'二ついて国からﾖlへ）
年40～60件一

年1～2件
●￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ＣＣＣＣ･￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣＝■■■￣￣●●■の■●●●■●･●●￣■■■■■■■口占の

ｉ★国において鯛査･報告聴取や立入検査を実施した疑義案件(逝域ｉ
１乗看に係るもの)の移送を受けた塙合に､道では､菜者に対し貿任を１
８もって公正な指導･指示等を行うため､iiiとして再度､鯛査･報告聴取や１
１立入検査を実施している。
Ｐ■■■■■■■■■■■＝￣●●●●●●●｡●□■■■■■￣￣■■■■￣￣■￣■■￣■￣●｡●■●●￣●￣｡●｡｡□ＣＣＣＣＣ 

２柤限移厳後

透５１９の1４

1１１ 

５１１１ 

５１１１ 

犀憲司imII制特区法により､に祖限移lHを求めるもの

1９ 

租掴肇令

ユュ､偶夛代１コ［ ̄ =五霞蕊著ョ
7潮号脹煙\且函厄!:ﾐｰﾐ§塞蔦簿：

.＄粟所

･エ場

･店舗

が逝内のみ

「￣￣~￣￣￣￣￣
･主たる事Ｉ 蚤所が迅内 ･主たる＄』 爵所が道外

i垂た愚i駆務所i騨室iii．．．□．．．＿-------.2．二・BＣＩ

事粟所

エ俎

店鏑等

近外'二ある

．＄菜所

･エ埆

・店舗等

迅内にある

.＄粟所

･エ増

･店舗淳

主猶惹砺務所;難驚鐘

事乗所

工俎

店舗等
法§
③ 

9の1４
措匝命令ａ 国 国

令5
1号

1① 
指示ｂ in知事 国

令５
２号

1① 
報告徴収ｃ in知叩 国 in知事 国 道知事 国 他県知事 国 他県知事 国

令§
3号

1① 
立入検査。 近知申 国 近知事 国 他県知事 国

逆知事
(道内限り）

国 他県知取 国

令§11①
4号

申出(通報）
の受理.四盃

⑧ 近知事 国 in知事 国 道知取 国 他県知事 国 他県知申 国

、域菜者 広域菜者

【北海逝】

･検査件数

【国】

･検壷件数年約2000件

￣ 
(道域業者を含む）

(広域菜者について週から国へ）

相榔監令

辺蛾菜君

･事粟所

･エ咽

･店舘

がｉｎ内のみ

広壌栗看(班掻ﾘﾜT尋が２都五厨脇以上にある）

･主たる事 ｒ呵り幻･エユｒＴ ･主たる３Ｊ 語所がⅢ外
:零＄÷罰配務】玩蹴醗鍵；

＄粟所
エ俎

店観等

近外にある

･車粟所

･エ場

･店舗等

逝内にある

.＄菜所

･エ渦

･店舗等

罰\た君巫轟iUfili;i鐸;戦

＄菜所

エjlO

店掴等
法§
③ 

９の1４
措冠命令ａ 徽鴬蕊蕊 国

；5 
号

1① 
指示ｂ 近知印 国

令§
2号

1① 
報告徴収ｃ 逝知＄ iiﾄﾞﾖI銅襲

：：：：：：8$:：:：：：：： 
ｎ知事 国 道知事 国 他県知事 国 他県知事 国

令§
3号

1① 
立入検査。 in知卒 ｉｉｉ麹鍾｛

？。？｡？・９．９．９０？｡？｡

逝知印 国 他県知事 国
道知＄

(逝内限り）
国 他県知＄ 国

令511①
4号

申出(通報）
の受理､飼査

０ 迦知車 蝋1iｉ 道知印 国 逝知車 国 他県知事 国 他県知車 国

Ｆヨ
○効果 応することができるようになる。

．また､疑毬案件の移送により生じていた立入検症等の、複の解消が図られることになり､行政の効率化に寄与することができる。


















